
  令和３年第３回日進市農業委員会議事録 

招 集 年 月 日 令和３年３月２９日（月） 

招 集 の 場 所 日進市役所本庁舎４階 第１会議室、第３会議室   

開          会 令和３年３月２９日（月） １５ 時００分 

出  席  委  員 

会長  ６番 市川 豊 会長  総計 １７人 

 

委員 １番 和田 義雄 委員    ２番 尾関 洋子 委員 

３番 萩野 淑子 委員   ４番 牧 正行 委員   

５番  伊藤  修  委員   ７番  山本  裕子  委員    

８番 萩野 章 委員     ９番 田口 菜穂美 委員 

１０番 村瀬 和樹 委員 １１番 武田 住男 委員 

 

推進委員 １番 浅井 昌行 委員 ２番 加藤 秀幸 委員 

     ３番 内藤 勝司 委員 ４番 堀之内 済 委員 

     ５番 眞野 賢一 委員 ６番 村瀬 勝美 委員 

欠  席  委  員  

会議事件説明のため出

席した者の職氏名 

 

職務のため出席した者

の職氏名 

事務局 局長    祖 父 江 直 文 

    次長    岡 田 剛 

    係長    今 井 康 太 

    主事    曽 根 裕 人 

    主事    増 田 成 美 

 

 

 

 

 

 



付 議 

事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

議案第２号 
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議案第４号 

 

 

専決第１号 

専決第２号 

専決第３号 
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農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について 

日進市農用地利用集積計画について 

令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並び

に令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

 

農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

 

認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置に係る事業計画書

について 

農地利用最適化推進委員選任に関する規則及び農地バンク制度

実施要綱の改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開会 
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出席者が定足数に達しているので､令和３年第３回農業委員

会の開催を宣言する｡ 

それでは会長より挨拶をいただいた後、議事の取り回しをお

願いします。 

（会長の挨拶） 

  それでは令和３年第３回農業委員会を始めます。 

議事録署名者に８番の萩野 章 委員と、９番の田口 菜穂

美 委員を指名する。 

議案第１号を上程。 

事務局に議案の朗読を命ずる｡ 

議案書朗読 

２番から４番の案件について、事務局に説明を求める。 

２番の案件について説明します。 

申請地は日進東中学校から南に約１００メートルの位置に所

在しており、現況は雑種地で、作付けはされておらず、面積は

５４８㎡です。 

申請者は、大学卒業後、平成１３年まで勤務医として働いて

いましたが、平成１４年２月に米野木町丁田において消化器

科・外科・内科等の治療を行う医院を開設し現在に至ります。 

医院開設については、市街化調整区域内の農地であったため、

農地法と都市計画法の許可を得て開設しました。 

開設して、１年経過した頃から通院する患者が増え、駐車場

が不足したため、平成１５年１１月頃に医院に隣接する申請地

に農地法の許可を受けずに無断で転用し、１７年間使用してき

ました。 

今回違反転用を是正するため、始末書を添付して本申請に至

ったものです。 

続きまして、３番の案件について説明します。 

申請地は、福友病院の北西に所在し、現況は田で、米を栽培

しており、面積は９００㎡です。 

申請者は、昭和５３年１２月に北新町で医院開設をしました

が、建築後４２年が経過し、建物の老朽化が進み、早急な建て

替え及び改修が必要になっています。 

工事の期間中は、継続的に工事に携わる車両が出入りするた

め、医院敷地内の２６台分の駐車場が使用できなくなります。 

病院が確保している１６５台分は全て使用しているため、利
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用できなくなる２６台分の駐車場を一時的に確保したいと医院

の近隣で土地選定を行った結果、他に適地が見当たらず、やむ

を得ず本申請に至りました。 

工事終了後、農地として利用できる状態に復元します。 

排水については、雨水は自然浸透するため周囲の農地に対す

る影響もないと思われます。 

続きまして、４番の案件について説明します。 

申請地は県道岩作諸輪線の岩藤南の交差点から南東へ約２０

０メートルの位置に所在し、現況は田と畑で作付けはされてお

らず、面積は２筆合計で６1３㎡です。 

申請者は本郷町中島にて放課後等デイサービスを展開してい

ますが、事業所の真裏に２０２３年に道の駅が開設予定であり、

それに伴い所有者から退去の要請がありました。 

移転先を探していたところ、現在、多機能事業所を運営して

いる土地の所有者が所有する隣接地を使用しても良いという承

諾を得ることができました。 

申請地周辺は農地が多く、環境面や療育面でも良い場所で、

放課後等デイサービスの療育内容にある体験型療育に適してい

るため、申請地を選定しました。 

排水については、汚水は浄化槽で処理した後、雨水とともに

申請地北東側の最終桝に集水し、既設道路側溝に放流するため、

周囲の農地に対する影響もないと思われます。 

議案第１号の案件について、事務局に補足説明を求める。 

受付番号２番について、権利の種類は賃借権の設定、転用目

的は駐車場として利用しているものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、住宅、店舗、

事務所その他の事業用施設、公共施設又は公益的施設が連たん

している区域に近接する区域にある農地で、その規模が概ね１

０ｈａ未満であるため、申請地近辺に代替する土地がなければ

転用可能である、２種農地と判断されますので、支障ありませ

ん。 

第２号の代替性については、周辺において適地が見当たらず、

申請地以外の適地はありません。 

第３号の一般基準について、資力については造成済みのため、

該当ありません。また転用の妨げとなる権利を有するものにつ

いては、該当ありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に供す

る見込みについては、平成１５年に工事は既に完了しています。 

他の行政庁の許可・認可等については、該当ありません。 

農地以外の土地との一体利用については、該当ありません。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認められま

す。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれにつ

いては、支障ありません。 

第５号、第６号の一時転用に関する項目については、該当あ

りません。 

受付番号３番について、権利の種類は賃借権の設定、転用目

的は駐車場として利用するものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、住宅、店舗、

事務所その他の事業用施設、公共施設又は公益的施設が連たん

している区域に近接する区域にある農地で、その規模が概ね１

０ｈａ未満であるため、申請地近辺に代替する土地がなければ

転用可能である、２種農地と判断されますので、支障ありませ

ん。 

第２号の代替性については、周辺において適地が見当たらず、

申請地以外の適地はありません。 

第３号の一般基準について、資力については自己資金と借入

金で造成します。また転用の妨げとなる権利を有するものにつ

いては、該当ありません。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に供す

る見込みについては、申請書上に令和３年５月１日から令和５

年１０月３１日までに完了する計画が記載されています。 

他の行政庁の許可・認可等については、該当ありません。 

農地以外の土地との一体利用については、該当ありません。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認められま

す。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれにつ

いては、支障ありません。 

第５号、第６号の一時転用に関する項目については、令和５

年１０月３１日までに農地として利用できる状態に回復する計

画です。 

受付番号４番について、権利の種類は所有権の移転、転用目
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事務局 

的は社会福祉施設を建築するものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、街区を占め

る宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地のため、原

則転用可能な３種農地と判断されますので、支障ありません。 

第２号の代替性については、第３種農地であるため、該当あ

りません。 

第３号の一般基準について、資力については自己資金と借入

金で造成します。また転用の妨げとなる権利を有するものにつ

いては、該当ありません。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に供す

る見込みについては、申請書上に令和３年６月１日から令和３

年１２月２０日までに完了する計画が記載されています。 

他の行政庁の許可・認可等については、建築物であるため、

都市計画法の申請がされています。 

農地以外の土地との一体利用については隣接する宅地と一体

利用します。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認められま

す。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれにつ

いては、支障ありません。 

第５号、第６号の一時転用に関する項目については、該当あ

りません。 

議案第１号の内容について、委員に対し、意見、質問を求め

る。 

２番の案件について、１７年前から駐車場になっているとい

うことだが、現地はアスファルト舗装なのか、砕石敷なのか教

えてほしい。 

アスファルト舗装になっています。 

３番について、９００㎡の農地で米の栽培をしているところ

を駐車場として利用するのか。 

一時転用の案件になるため、申請者が一時的に駐車場として

利用した後、農地に回復する計画になっています。 

４番の案件について、２筆合計で６１３㎡で建物の建築面積

は１５７㎡だが、残りの面積は駐車場として利用することにな

るのか。 

残地部分は、駐車場として利用しますが、元の土地の形状が
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不整形な土地で、有効利用できる面積が少ないためこのような

建築面積になっています。 

４番について、作付けをされているところに建築するのか。 

現在は、保全管理の状態になっています。 

４番について、進入路はあるのか。 

農地部分に関しては、進入路がないため、隣接の宅地部分を

進入路として利用する計画です。 

２番の案件について、１７年間アスファルト舗装をしていた

ということだが、申請があって初めて気が付いたのか。 

土地の権利者を含め土地の整理をしていたところ、地目が農

地であり、違反転用状態であったため今回申請に至りました。 

４番の案件について、所有権の移転であるが申請者が購入で

きる理由は何か。 

農地を農地として購入する場合は、農地所有適格法人の要件

が必要になりますが、今回は農地法５条による許可申請である

ため農地所有適格法人の要件は不要になります。 

 今回は６００㎡ほどの面積であるが、例えば１，０００㎡を

超える面積の場合は所有権移転ができるのか。 

 この規模で適正な面積よりも過大である事業面積と認められ

る場合は、１，０００㎡全てを転用するのではなく、必要面積

のみ分筆をして最小限の面積で転用するように指導を行いま

す。 

 特に意見がないことを確認して議案第１号の採決を宣言し、

賛成者の挙手を求める。 

（挙手全員） 

議案第１号の案件について挙手全員を確認、原案のとおり可

決したことを宣言した。 

議案第２号を上程。 

１番の案件について、事務局に説明を求める。 

１番の案件について説明します。 

申請地は、主要地方道名古屋豊田線の浅田の交差点から南東

へ約４５０メートルの位置になります。 

この生産緑地は、浅田町森下に居住している申請者が所有し、

主たる従事者として農地利用していた生産緑地ですが、腰痛症、

上腕疾患により通院加療中のため農作業ができない旨の診断が

出ています。 
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故障による解除を見据えての申請ですが、以前は申請者が生

産緑地の主たる従事者であったことを証明することに問題はな

いと思われます。 

議案第２号の内容について、委員に対し、意見、質問を求め

る。 

申請地の周囲も生産緑地なのか。 

該当地の隣接地の西側の一部農地が生産緑地に指定されてい

ます。 

特に意見がないことを確認して議案第２号の採決を宣言。 

（挙手全員） 

議案第２号について挙手全員を確認、原案のとおり可決した

ことを宣言した。 

議案第３号を上程。事務局に議案の説明を求める。 

（議案内容説明） 

議案第３号の内容について、整理番号６番、７を番及び１１

番を除く案件について、委員に対し、意見質問を求める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号６番、

７番及び１１番を除く案件について採決を宣言し、賛成者の挙

手を求める。 

 （挙手全員） 

議案第３号、整理番号６番、７番及び１１番を除くについて

挙手全員を確認、原案の通り可決したことを宣言した。 

続いて、議案第３号、整理番号６番、７番及び１１番の審議

に入る。 

 

農業委員会法第２４条（議事参与の制限）により 

 関係委員は退席する。 

 

 議案第３号、整理番号６番及び７番の内容について、委員に

対し、意見、質問を求める。 

 特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号６番及

び７番の案件の採決を宣言。 

 （挙手全員） 

 議案第３号、整理番号６番及び７番の案件について挙手全員

を確認、原案の通り可決したことを宣言した。 

 （退席委員 入室） 
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 続いて、議案第３号の整理番号１１番の審議に入る。 

  

農業委員会法第２４条（議事参与の制限）により 

 関係委員は退席する。 

 

議案第３号、整理番号１１番の内容について、委員に対し、

意見、質問を求める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号１１番

の案件の採決を宣言。 

（挙手全員） 

 議案第３号整理番号１１番の案件について挙手全員を確認、

原案のとおり可決したことを宣言した。 

 （退席委員 入室） 

 続いて、議案第４号を上程。事務局に議案の説明を求める。 

 （議案内容説明） 

 議案第４号の内容について、委員に対し、意見、質問を求め

る。 

 違反転用について、これは農業振興地域内の農用地のみの面

積か。 

農業振興地域内の農用地のみに限らず、調整区域の農地も含み

ます。 

把握している面積が３．６ｈａであるということだが、１年

以内に解消できるものなのか。 

 数値は過去からの積み上げたものです。解消に関しては、土

地所有者へ是正計画書を提出してもらいます。 

３．６ｈａは、始末書による解消か、農地として復旧するこ

とによる解消のどちらになるのか。 

現状に照らし合わせ、許可の見込みがあるものに関しては許

可申請をするように指導をしていきます。 

 また、許可の基準に適合せず許可の見込みがない案件に関し

ては、農地への復旧をするよう指導していきます。 

 違反状態であることは、所有者に通知をしているのか。 

 ３．６ｈａは是正勧告を行った上での数字になります。 

 是正勧告を出して、復旧計画を提出してもらいますが、計画

通りに進んでいない案件もあると思われます。 

 そのようなものに関しては、引き続き勧告を続けていきます。 
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（１６：００） 

  特に意見がないことを確認して、議案第４号の案件の採決

を宣言。 

 （挙手全員） 

議案第４号の案件について挙手全員を確認、原案のとおり可

決したことを宣言した。 

続いて、専決について一括にて事務局に報告を命じる。 

（事務局より専決について一括で報告） 

専決１号 ４条届出    １件 

専決２号 ５条届出    ７件 

専決３号 １８条通知   １件 

専決の内容について委員に対し意見、質問を求める。 

 農地法第４条第１項第８号と農地法第５条第１項第７号の届

出について違いを教えてほしい。 

 市街化区域内の農地で農地転用を行う場合、届出を提出して

もらいます。 

 農地法第４条の届出について、自身が所有する農地を自身で

転用する場合は農地法第４条の届出になります。 

 農地法第５条の届出について、土地所有者である譲渡人から

第三者である譲受人（法人又は個人）が農地転用をする場合、

農地法第５条の届出になります。 

続いて、その他について一括にて事務局に報告を命じる。 

（事務局よりその他について一括で報告） 

認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置に係る事業計画

書について             １件 

農地利用最適化推進委員選任に関する規則及び農地バンク制

度実施要綱の改正について      １件 

その他の内容について委員に対し意見、質問を求める。 

（意見なし） 

その他連絡事項について事務局に報告を求める。 

（事務連絡） 

・ 次回の農業委員会 

（令和３年４月２７日（火） 

午後３時 本庁舎４階第１会議室） 

特に意見がないことを確認し、全議案の終了及び閉会につい

て宣言 



会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。 

令和３年  月  日        議事録署名者  ８番委員                

                            議事録署名者  ９番委員                  


